
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
者
の
皆
さ
ま
へ

７
月
中
旬
に
新
し
い
保
険
証
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

決
定
通
知
書
が
届
い
た
ら
、　

ま
ず
確
認
！

　
保
険
料
の
納
付
方
法
に
つ
い
て
、

｢

今
ま
で
ど
お
り
年
金
か
ら
引
か
れ

る
だ
ろ
う｣

｢

口
座
か
ら
引
か
れ
る

だ
ろ
う｣

と
思
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
か
。

　
所
得
の
変
更
や
世
帯
構
成
の
変
更

な
ど
に
よ
り
、
納
付
方
法
が
変
わ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
決
定
通
知
書
が
届
い
た
ら
、
納
付

書
が
入
っ
て
い
な
い
か
、
必
ず
確
認

し
ま
し
ょ
う
。

【
問
合
先
】＝
本
庁
保
険
年
金
課

高
齢
者
医
療
グ
ル
ー
プ

（
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）５
１
１
１

（
内
線
２
８
３
１
～
２
８
３
３
）

決定通知書は、このような
黄色の封筒で届きます。

　　〒895-8650

　　薩摩川内市神田町３番22号

　　薩摩川内 太郎 様

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
は

　
現
役
世
代
と
高
齢
者
世
代
の
負
担
を
明
確

に
し
、
将
来
に
わ
た
り
、
高
齢
者
の
方
々
に

安
定
し
た
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
方

▼
75
歳
以
上
の
方
　

▼�

65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
で
、
一
定
の
障

害
が
あ
り
、
加
入
を
希
望
す
る
方

保
険
証
の
更
新
に
つ
い
て

　
平
成
30
年
８
月
か
ら
保
険
証
が
変
わ
り
ま

す
。
新
し
い
保
険
証
は
、
７
月
中
旬
に
送
付

し
ま
す
。

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き

　
入
院
・
外
来
の
際
の
保
険
適
用
分
の
医
療

費
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
区
分
に
よ
る
自
己

負
担
限
度
額
を
超
え
た
場
合
に
、
そ
の
支
払

い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。

①�

住
民
税
の
課
税
世
帯
で
自
己
負
担
割
合
が

３
割
の
方（
事
前
申
請
が
必
要
）

　
平
成
30
年
８
月
か
ら
一
定
の
課
税
所
得
未

満
の
方
に｢

限
度
額
適
用
認
定
証｣

を
発
行
し

ま
す
。
対
象
の
方
に
は
個
別
に
案
内
し
ま
す

の
で
、
確
認
く
だ
さ
い
。

②�

住
民
税
の
課
税
世
帯
で
自
己
負
担
割
合
が

１
割
の
方

　｢

限
度
額
適
用
認
定
証｣

の
発
行
は
あ
り
ま

せ
ん
。
医
療
機
関
の
窓
口
で
自
己
負
担
限
度

額
ま
で
の
支
払
い
に
調
整
さ
れ
ま
す
。

③�

住
民
税
の
非
課
税
世
帯
の
方（
事
前
申
請

が
必
要
）

　｢
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証｣

を
発
行
し
ま
す
。
こ
の
認
定
証
で
は
、
医
療

費
だ
け
で
な
く
、
食
費
も
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
過
去
に
申
請
し
、
昨
年
度
に
引
き

続
き
対
象
と
な
る
方
に
は
、
保
険
証
に
同
封

し
て
送
付
し
ま
す
。

【
①
③
の
事
前
申
請
に
必
要
な
も
の
】

・
保
険
証

・
印
鑑（
ス
タ
ン
プ
印
不
可
）

保
険
料
に
つ
い
て

　
納
付
方
法
は
大
き
く
分
け
て
２
種
類
あ
り

ま
す
。

■�

特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

　
年
金
か
ら
自
動
的
に
天
引
き
す
る
納
付
方

法
を
特
別
徴
収
と
い
い
ま
す
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
の
方
は
、
原

則
と
し
て
年
金
天
引
き
で
納
め
ま
す
。

＊�

こ
の
方
法
で
支
払
う
場
合
は
、
手
続
き
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
年
金
天

引
き
が
始
ま
る
ま
で
の
一
定
期
間
は
、
納

付
書
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
く
期
間
が
発

生
し
ま
す
。
な
お
、
年
金
天
引
き
の
開
始

時
期
な
ど
に
つ
い
て
は
、
文
書
で
通
知
し

ま
す
。

■�

普
通
徴
収（
納
付
書
や
口
座
振
替
）

　
市
役
所
か
ら
自
宅
に
郵
送
さ
れ
た
納
付
書

や
金
融
機
関
へ
の
手
続
き
に
よ
っ
て
口
座
振

替
で
支
払
う
納
付
方
法
を
普
通
徴
収
と
い
い

ま
す
。

　
年
齢
到
達
や
転
入
な
ど
に
よ
り
、
新
た
に

後
期
高
齢
者
医
療
の
対
象
に
な
っ
た
方
な
ど

が
対
象
で
す
。

期　別 納 期 限

第１期

平成

30 年

７/31（火）

第２期 ８/31（金）

第３期 10/31（水）

第４期 11/30（金）

第５期 平成

31 年

１/31（木）

第６期 ２/28（木）

普通徴収の納期
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後期高齢者医療保険料率が
変わります

　後期高齢者医療では、被保険者の方々の医療費の動向などを踏まえ、
２年ごとに保険料率の見直しをすることになっています。平成 30 年度
および平成 31 年度の保険料率を、次のとおり改定します。

＊�総所得金額など：前年の総所得金額、山林所得金額、土地・建物に係る長期・短期譲渡所得などの合計

●同一世帯内の｢被保険者全員｣と｢世帯主｣の総所得金額などの合計額に応じて均等割額が軽減されます。

●�後期高齢者医療制度に加入する直前まで、家族の勤務先の健康保険（国保や国保組合を除く）の
被扶養者だった方の均等割の軽減額が変更になります。
　＊�ただし、上表で均等割額９割軽減または 8.5 割軽減に該当する方は、９割軽減、8.5 割軽減が優先されます。

●�平成29年度の所得割は、総所得金額などから基礎控除額33万円を差し引いた金額が58万円（年
金収入211万円）以下の方は特例的に２割軽減されていましたが、平成30年度からはこの軽減措
置がなくなります。

　�保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」
の合計額です。年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割りになります。金額や納付
方法については、７月中旬に送付する決定通知書を確認ください。

■�均等割額 ■�年間保険料限度額■�所得割額に係る保険料率

均等割額
50,500円

平成29年度
７割軽減

平成29年度
２割軽減

平成30年度
５割軽減

平成30年度
軽減なし

変更前　　　変更後
51,500円 → 50,500円

変更前 　 　  変更後　
9.97％　→　9.57％

変更前　    　変更後 
57万円　→　62万円

年間保険料
（限度額62万円）

所得割額
（総所得金額など＊－基礎控除額33万円）

×9.57（％）

総所得金額などの合計額が
次の基準以下の世帯 軽減割合 軽減後の

均等割額
33万円以下で被保険者全員が年金収入
80万円以下（他の所得がない） ９割 5,000円

33万円以下（上記以外） 8.5割 7,500円

33万円＋（27万5,000円×被保険者数）以下 ５割 25,200円

33万円＋（50万円×被保険者数）以下 ２割 40,400円

○保険料の計算方法

+ =
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